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本推計は、各地方公共団体の積上げ、推計等の作業を、短期

日に行ったものであり、今後の精査により、計数の異動があり

うるものである。 
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第１章 地方財政の現状と将来見通し 
 
１ 地方財政の現状 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

いわゆるバブル経済の崩壊後、国では国債を大量に発行し、景気回復のための

積極的な公共投資を行ってきた。地方公共団体に対しても、景気回復のための役

割が期待され、地方公共団体も地方債を発行し、積極的な公共投資を行った。 

しかし、国・地方共に長期債務の残高が大幅に増大する中で、国ではこの数年、

財政支出に頼らない景気回復を目指す路線が選択された。 

地方公共団体としては、地方分権の観点から地方交付税の算定の透明化等の改

革とともに、税源移譲や国庫補助負担金の見直しによる三位一体の改革を主張し

てきた。この中で３兆円規模の税源移譲も行われたが、一方で平成 16 年度には、

こうした改革の趣旨とは無関係に、地方交付税、臨時財政対策債の大幅削減によ

り、一般財源総額は 2.6 兆円の減となり、地方財政は一気に苦境に陥った。 

三位一体の改革期間（平成 15～18 年度）における、地方交付税、臨時財政対策

債の削減額は 5.1 兆円に上っており、地方交付税の財源調整機能と財源保障機能

の弱体化が、地域間格差を拡大し、地方財政の疲弊を助長している。 
 

〔地方財政計画（一般財源）の推移〕             （単位：兆円） 
年  度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

地方交付税 18.0 16.9 16.9 15.9 15.2 15.4 
臨時財政対策債 5.9 4.2 3.2 2.9 2.6 2.8

地方交付税 等 23.9 21.1 20.1 18.8 17.8 18.2

＜各年度－H15＞ － △2.8 △3.8 △5.1 △6.1 △5.7

地方税 32.2 32.3 33.3 34.9 40.4 40.5

その他 2.4 3.1 3.9 5.0 1.0 1.2

税源移譲等 △0.1 △0.7 △1.7 △3.1 △2.7 △3.1

計 58.4 55.8 55.6 55.6 56.5 56.8

＜各年度－H15＞ － △2.6 △2.8 △2.8 △1.9 △1.6

 ※その他：地方譲与税、地方特例交付金等、減税補填債、税源移譲等：税源移譲関係歳入及び児童手当特例交付金 

三位一体の改革以降、地方一般財源総額は厳しく抑制 

○平成 16 年度には、地方交付税と臨時財政対策債の大幅削減により、地方の一般

財源総額は 2.6 兆円の減、地方交付税と臨時財政対策債の削減額は、平成 15 年

度から平成 18 年度までに 5.1 兆円と巨額に 

○この結果、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能は大幅に弱体化、地域間

格差を拡大し、地方財政の疲弊を助長 

○一般財源総額が厳しく抑制されている中、社会保障関係費等の義務的経費が増

嵩、地方財政を取り巻く環境は、年々厳しく 
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歳出決算額の推移を見ると、投資的経費は、公共インフラ等の充実に伴って、

平成５年度と比較して半分程度の水準となっている。公債費については、国の政

策に協力して実施してきた過去の累次に渡る経済政策や政策減税に伴う巨額の地

方債の償還もピークを迎えつつあるなど、高止まり基調となっている。 

また、人件費は、定員削減や独自の給与カットにより抑制基調にあるが、生活

保護などの扶助費は年々増加傾向にあり、平成５年度に比べて約 1.6 倍に増加し

ている。 

扶助費をはじめとする社会保障関係費の増嵩の主な要因は、少子高齢化である。

消費税導入の翌年の平成２年に高齢者一人を支える現役世代の人数が 5.8 人であ

ったのに対し、平成 22 年には 2.8 人に、平成 37 年には 2.0 人まで減少するとの

見通しも示されている。（25 ページ「年齢別人口構成比の推移」参照） 

このように、社会保障関係費等の義務的経費が増嵩する一方で、一般財源総額

が厳しく抑制されているため、地方財政を取り巻く環境は、年々厳しくなってい

る。 

 

〔歳出決算額の推移〕 
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２ 地方財政の将来推計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 20 年度当初予算をベースに、平成 23 年度までの、都道府県分、市町村分

を合わせた地方財政の将来推計を行った。経済成長率については、内閣府試算に

よる成長シナリオ及びリスクシナリオ（いずれも歳出削減ケースＡ）の２つのケ

ースにより推計している。 

歳出のうち、義務的経費については、人件費を抑制しているにもかかわらず、

社会保障関係費などの増大により一層拡大していく見通しである。 

また、義務的経費以外の経費についても、医療、福祉、教育などの「社会保障

等生活関連経費」は、今後とも一層増加する見込みであり、すでに平成５年度の

半分以下の水準となっている「公共インフラ整備・維持経費」や産業振興や地域

振興など地域活力の維持に不可欠な「地域活性化等経費」はさらに削減を余儀な

くされる。 

その結果、平成 20 年度ですでに 6.7 兆円生じている財源不足は、平成 23 年度

には成長シナリオ（ケース１）の場合で 7.8 兆円に拡大する見通しである。 

この財源不足を、現在は、国の地方財政対策で財源対策債や臨時財政対策債に

より補填しているほか、各地方公共団体では、退職手当債や行革推進債の発行を

はじめ、基金の取崩しや借入金などにより、一時的にしのいでいる状況にある。 

しかし、このうち特に臨時財政対策債は、将来的には地方交付税により償還財

源を措置することとされてはいるものの、これは将来の地方交付税の先食いであ

り、その他の起債による一時しのぎも含めて、現世代のサービスを担う財源を将

来世代に先送りしていることにほかならない。 

こうした一時しのぎの状況も、平成 23 年度には基金が枯渇し、なお 2.9 兆円の

財源不足が残る（都道府県分については、平成 21 年度には枯渇）など、地方公共

団体の財政運営は完全に破綻する懸念がある。 

なお、今後の経済成長率をより低く見込んだリスクシナリオ（ケース２）の場

合では、平成 23 年度の財源不足額は 8.3 兆円に達し、基金枯渇後になお残る財源

不足額も、3.6 兆円にまで広がる見込みである。 

 

地方財政は、今後とも深刻な財源不足が継続 

○一般財源総額が今後も抑制され続けた場合、義務的経費や社会保障関係費

の増大により、財源不足が拡大 

○財源不足を補填する基金残高も年々減少し、平成 23 年度までに枯渇、地方

団体の財政運営は完全に破綻 
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■地方財政の将来推計結果（純計） 

＜ケース１＞ＧＤＰが内閣府試算・成長シナリオの場合     （単位：兆円） 

区分 H20 H21 H22 H23 H23－H20

歳出               A 88.5 89.1 89.6 90.3 1.8

 義務的経費 51.0 51.6 52.3 53.1 2.1

人件費 24.2 24.0 23.8 23.7 △0.5

社会保障（義務分） 11.1 11.6 12.2 12.8 1.7

 

公債費 14.6 14.9 15.2 15.5 0.9
 

税関連交付金等 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0

義務的経費以外の経費 37.5 37.5 37.3 37.2 △0.3

 社会保障等生活関連経費 14.7 15.1 15.5 15.9 1.2

 公 共 イ ン フ ラ 整 備 ・ 維 持 経 費 13.8 13.5 13.2 13.0 △0.8

 

 地 域 活 性 化 等 経 費 9.0 8.9 8.6 8.3 △0.7

歳入               B 81.8 81.9 82.1 82.5 0.7

財源不足額     C=B-A △6.7 △7.2 △7.5 △7.8 －

 
財源対策債、臨時財政対策債  D 3.9 3.8 3.7 3.7 －

 
    
 

臨時財政対策債等による 
補てん後の財源不足額  E=C+D 

△2.8 △3.4 △3.8 △4.1 －

 
 【地方団体における財源不足対策】 

退職手当債、行革推進債 F 1.1 1.0 0.9 0.9 －

基金取崩し等   G 1.7 2.3 1.5 0.3 －

財
源
不
足
対
策 計 2.8 3.3 2.4 1.2 －

 
基金残高     H 4.1 1.8 0.3 － －

なお残る財源不足額 I － △0.1 △1.3 △2.9 －

 

＜ケース２＞ＧＤＰが内閣府試算・リスクシナリオの場合    （単位：兆円） 

区分 H20 H21 H22 H23 H23－H20

歳出               A 88.5 89.1 89.5 90.2 1.7

歳入               B 81.8 81.8 81.8 81.9 0.1

財源不足額    C=B-A △6.7 △7.3 △7.7 △8.3 －

 
基金残高     H 4.1 1.8 0.1 － －

なお残る財源不足額 I － △0.1 △1.4 △3.6 －
  

◆歳出歳入の財源不足を、財源対策債、臨時財政対策債で補填することは、 

「負担を将来世代に先送りしている」ことに過ぎない。 

都道府県・市町村とも破綻都道府県破綻 

都道府県破綻 都道府県・市町村とも破綻



5 

注１）本推計は、20 年度当初予算をベースとして、都道府県分と市区町村分について、最近の地方財政対策等

の状況を勘案し、今後の経済成長にかかわらず、地方一般財源総額は同額という条件の下で試算し、合計し

たもの。大阪府は 19 年度最終予算同額として試算。 
 
注２）内閣府試算による経済成長率 

平成 20 年 1 月 17 日経済財政諮問会議に提出された内閣府の「日本経済の進路と戦略」の成長率を採用 

区  分 内     容 H21 H22 H23 

ケース 1 

（成長シナリオ） 

（歳出削減ケースＡ） 

「『日本経済の進路と戦略』に沿って我が国の潜在成長

力を高めるための政策が実行される場合に、視野に入る

ことが期待される経済の姿」を示すシナリオ 

2.5％ 2.9％ 3.3％

ケース 2 

（リスクシナリオ） 

（歳出削減ケースＡ） 

「上記の政策の効果が十分に発現されず、かつ世界経済

の減速など外的な経済環境も厳しいものとなる場合の

経済の姿」を示すシナリオ 

1.8％ 1.6％ 1.6％

 
注３）義務的経費以外の経費 

区  分 内     容 

社会保障等 

生活関連経費 

医療、福祉、教育など、廃止又は大幅削減になれば、住民生活に多大な影響が及ぶ経費

（P13 参照） 

公共インフラ 

整備・維持経費 

道路、治山治水、農林水産等公共事業や医療、福祉、警察、消防、教育等の施設設備と

維持管理経費などインフラ整備、維持経費 

地域活性化等 

経費 
産業振興、地域振興、文化事業や広報、情報化など地域の活性化に繋がる経費 

 

 

〔財政調整基金、減債基金残高の推移〕 ＜ケース 1：成長シナリオの場合＞ 

 
 
 
 

このほか、今後地方が負担すべき債務として、交付税特別会計の借入金が 33 兆

６千億円ある。 

また、歳入面での財源不足対策以外にも、各地方公共団体では、人件費の削減

や事務経費の合理化など、徹底的な歳出削減により、財源不足の縮小に取り組ん

でいる。 
 

6.4
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1.8
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△2.9

財源不足を補てんする

基金残高は年々減少 

 平成 23 年度には枯渇。
現状のサービス水準は
完全に破綻 

ケース２（リスクシナリオ）の場合

では、△3.6 兆円に拡大 
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義務的経費の将来推計（都道府県＋市区町村）

△ 6.7 △ 7.2 △ 7.5 △ 7.8

24.2 24.0 23.8 23.7
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（兆円）

歳出（兆円）

 

△10 

税関連交付金等

 

人件費の抑制等の努力にもかかわらず、社会保障関係費等の

増加が今後も見込まれ、義務的経費は増加の一途 

財源不足額 

人件費 

公債費 

社会保障関係費

リスクシナリオ 
（ケース 2）では、 
△8.3 兆円に拡大 

＜※ケース１成長シナリオの場合＞ 



＜ケース１＞ＧＤＰが内閣府試算・成長シナリオの場合

＜都道府県＞ （単位：兆円）

H20 H21 H22 H23 H23-H20

A 47.2 47.4 47.5 47.9 0.7

義務的経費 28.9 29.3 29.5 29.9 1.0

人件費 14.8 14.8 14.6 14.5 △ 0.3

社会保障関係費（義務分） 4.0 4.2 4.4 4.6 0.6

公債費 6.7 6.8 6.9 7.1 0.4

税関連交付金等 3.4 3.5 3.6 3.7 0.3

義務的経費以外の経費 18.3 18.1 18.0 18.0 △ 0.3

社会保障等生活関連経費 4.0 4.1 4.2 4.3 0.3

公共インフラ整備・維持経費 7.2 7.0 6.9 6.8 △ 0.4

地域活性化等経費 7.1 7.0 6.9 6.9 △ 0.6

B 42.8 43.0 43.0 43.4 0.6

C=B-A △ 4.4 △ 4.4 △ 4.5 △ 4.5 －

D 2.7 2.6 2.5 2.5 －

E=C+D △ 1.7 △ 1.8 △ 2.0 △ 2.0 －

F 0.9 0.8 0.7 0.7 －

G 0.8 1.0 － － －

H=F+G 1.7 1.8 0.7 0.7 －

I 1.0 － － － －

J － △ 0.1 △ 1.3 △ 1.4 －

＜市区町村分＞ （単位：兆円）

H20 H21 H22 H23 H23-H20

A 47.4 48.0 48.3 48.8 1.4

義務的経費 26.3 26.8 27.2 27.8 1.5

人件費 9.9 9.8 9.7 9.7 △ 0.2

社会保障関係費（義務分） 8.4 8.8 9.1 9.6 1.2

公債費 7.9 8.1 8.3 8.4 0.5

税関連交付金等 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

義務的経費以外の経費 21.1 21.2 21.1 21.0 △ 0.1

社会保障等生活関連経費 11.4 11.6 11.9 12.3 0.9

公共インフラ整備・維持経費 7.2 7.1 6.9 6.7 △ 0.5

地域活性化等経費 2.5 2.5 2.3 2.0 △ 0.5

B 45.1 45.2 45.3 45.5 0.4

C=B-A △ 2.3 △ 2.8 △ 3.0 △ 3.3 －

D 1.3 1.3 1.3 1.3 －

E=C+D △ 1.1 △ 1.5 △ 1.7 △ 2.0 －

F 0.2 0.2 0.2 0.2 －

G 0.9 1.3 1.5 0.3 －

H=F+G 1.1 1.5 1.7 0.5 －

I 3.1 1.8 0.3 － －

J － － － △ 1.5 －

注）端数整理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。大阪府は19年度最終予算から推計している。

なお残る財源不足額

基金残高

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

財
源
不
足
対
策

退職手当債、行革推進債

基金取崩等

計

歳出

歳入

財源不足額

財源対策債、臨時財政対策債等

計

財
源
不
足
対
策

基金残高

区分

なお残る財源不足額

財源対策債、臨時財政対策債等

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

退職手当債、行革推進債

基金取崩等

財源不足額

歳入

歳出

区分
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＜ケース２＞ＧＤＰが内閣府試算・リスクシナリオの場合

＜都道府県＞　 （単位：兆円）

H20 H21 H22 H23 H23-H20

A 47.2 47.3 47.4 47.8 0.6

義務的経費 28.9 29.2 29.3 29.8 0.9

人件費 14.8 14.8 14.6 14.5 △ 0.3

社会保障関係費（義務分） 4.0 4.2 4.4 4.6 0.6

公債費 6.7 6.8 6.8 7.1 0.4

税関連交付金等 3.4 3.4 3.5 3.6 0.2

義務的経費以外の経費 18.3 18.1 18.1 18.0 △ 0.3

社会保障等生活関連経費 4.0 4.1 4.2 4.3 0.3

公共インフラ整備・維持経費 7.2 7.0 6.9 6.8 △ 0.4

地域活性化等経費 7.1 7.0 7.0 6.9 △ 0.2

B 42.8 42.8 42.8 43.0 0.2

C=B-A △ 4.4 △ 4.5 △ 4.6 △ 4.8 －

D 2.7 2.6 2.5 2.5 －

E=C+D △ 1.7 △ 1.9 △ 2.1 △ 2.3 －

F 0.9 0.8 0.7 0.7 －

G 0.8 1.0 － － －

H=F+G 1.7 1.8 0.7 0.7 －

I 1.0 － － － －

J － △ 0.1 △ 1.4 △ 1.6 －

＜市区町村分＞ （単位：兆円）

H20 H21 H22 H23 H23-H20

A 47.4 47.9 48.3 48.7 1.3

義務的経費 26.3 26.7 27.2 27.7 1.4

人件費 9.9 9.8 9.6 9.6 △ 0.3

社会保障関係費（義務分） 8.4 8.7 9.2 9.6 1.2

公債費 7.9 8.1 8.3 8.4 0.5

税関連交付金等 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

義務的経費以外の経費 21.1 21.2 21.1 21.0 △ 0.1

社会保障等生活関連経費 11.4 11.6 11.9 12.3 0.9

公共インフラ整備・維持経費 7.2 7.1 6.9 6.7 △ 0.5

地域活性化等経費 2.5 2.5 2.3 2.0 △ 0.5

B 45.1 45.1 45.2 45.2 0.1

C=B-A △ 2.3 △ 2.8 △ 3.1 △ 3.5 －

D 1.3 1.3 1.3 1.3 －

E=C+D △ 1.1 △ 1.5 △ 1.9 △ 2.2 －

F 0.2 0.2 0.2 0.2 －

G 0.9 1.3 1.7 0.1 －

H=F+G 1.1 1.5 1.9 0.3 －

I 3.1 1.8 0.1 － －

J － － － △ 2.0 －

注）端数整理のため、合計と内訳が一致しない場合がある。大阪府は、19年度最終予算から推計している。

なお残る財源不足額

基金残高

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

財
源
不
足
対
策

退職手当債、行革推進債

基金取崩等

計

歳出

歳入

財源不足額

財源対策債、臨時財政対策債等

計

財
源
不
足
対
策

基金残高

区分

なお残る財源不足額

財源対策債、臨時財政対策債等

臨時財政対策債等による補てん後の
財源不足額

退職手当債、行革推進債

基金取崩等

財源不足額

歳入

歳出

区分
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３ 一般財源の現状と推移 

 

 

 

 

 

 

 

地方財政の将来推計について、一般財源で平成 15 年度以降の推移を見ると、

人件費の抑制努力にもかかわらず、義務的経費は大幅に増加する見込みである。

特に、後期高齢者医療制度、介護保険、国民健康保険、障害者自立支援給付な

ど、法令等により地方公共団体に負担を義務付けている社会保障関係費につい

ては、平成 15 年度から平成 23 年度にかけて、必要な一般財源は 1.8 倍に増加

する見込みである。 

一方、義務的経費以外の経費に充てる一般財源は、平成 15 年度の 16.1 兆円

から、平成 23 年度には 12.9 兆円に、その割合も、27.8％から 22.0％に大幅に

減少する見込みであるが、この中には、医療、福祉、雇用、教育、安全・安心

や生活関連など、住民生活に密接に関係する「社会保障等生活関連経費」があ

り、平成 20 年度で 11.7 兆円と大きなウエイトを占め、平成 23 年度には、12.6

兆円に拡大する見通しである。 

これらは、病院事業会計繰出金や単独で行っている国民健康保険事業繰出金

などの医療分野、乳幼児医療費助成や重度心身障害児者医療費助成などの福祉

分野、私立学校経常費助成や公立学校運営費などの教育分野、上下水道やごみ

し尿処理などの生活関連分野、警察、消防など、制度の根幹は国が決定するも

のも多く、廃止又は大幅削減になれば、住民生活に多大な影響が及ぶことにな

る。 

今後、義務的経費同様に、この医療、福祉分野などの社会保障等生活関連経

費も増大する見込みであることから、地方の財政運営は極めて厳しい状況に追

い込まれる。 

なお、今後の経済成長率をより低く見込んだリスクシナリオ（ケース２）の

場合では、一般財源総額が減少することから、平成 23 年度には、義務的経費以

外の経費に充てる一般財源は 12.4 兆円まで減少し、社会保障等生活関連経費

12.6 兆円をまかないきれない状況となる。 

 

 

 

 

 

 
地方公共団体の使命である地域の住民サービスの提供・維持が困難に 

 
○人件費の抑制努力にもかかわらず、社会保障関係費等の住民生活に密接に

関係する経費の大幅な増加に伴い、地方が地域の住民サービスのために充

てる一般財源は大幅に減少 
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〔一般財源の推移〕 

 

＜ケース１＞ＧＤＰが内閣府試算・成長シナリオの場合 

（単位：兆円） 

区分 H15 H20 H21 H22 H23 H23/H15

一般財源     A 57.7 57.4 57.7 58.1 58.6 1.6%

 

○歳出に充当する一般財源の推移 

義務的経費       B 41.6 44.2 44.8 45.2 45.7 9.8%

 
うち 

社会保障関係費（義務分） 
4.7 7.4 7.7 8.1 8.4 78.8%

義務的経費以外の経費 A-B 16.1 13.2 12.9 12.9 12.9 ▲19.9%

 
うち 

社会保障等生活関連経費 
－ 11.7 12.0 12.3 12.6 7.8%

※「うち社会保障等生活関連経費」の伸び率は、H23／H20 である。 

 

 

＜ケース２＞ＧＤＰが内閣府試算・リスクシナリオの場合 

（単位：兆円） 

区分 H15 H20 H21 H22 H23 H23/H15

一般財源         A 57.7 57.4 57.6 57.7 58.0 0.6%

 

○歳出に充当する一般財源の推移 

義務的経費       B 41.6 44.2 44.8 45.1 45.6 9.6%

 
うち 

社会保障関係費（義務分） 
4.7 7.4 7.7 8.1 8.4 78.8%

義務的経費以外の経費 A-B 16.1 13.2 12.8 12.6 12.4 ▲22.8%

 
うち 

社会保障等生活関連経費 
－ 11.7 12.0 12.3 12.6 7.8%

※「うち社会保障等生活関連経費」の伸び率は、H23／H20 である。 

※一般財源は、地方税、地方交付税、臨時財政対策債など、地方財政計画で定義している一般財源総額であり、決算統

計上は一般財源扱いとなる、財産収入や諸収入、繰入金からの歳入振替項目を含まない。 
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〔義務的経費に充てる一般財源の推移〕  H15＝100 とした場合 

〔歳出に充てる一般財源の推移〕 ＜ケース 1＞成長シナリオの場合 

社会保障関係費は 1.8 倍に増加

22.0%

27.8% 

（兆円） （％）

公
債
費
等 

人
件
費 

社
会
保
障

関
係
費 

義
務
的
経
費

以
外
の
経
費 

義務的経費以外の経費に充てる一般財源の割合 
義
務
的
経
費 

社会保障関係費

公債費等 

人件費 

ケース２（リスクシナリオ）の場合

では、21.4％まで減少 
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＜ケース 1＞ 成長シナリオの場合  

＜都道府県分＞ 
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人件費（義務的経費） 公債費等（義務的経費）

義務的経費以外の経費に充てる一般財源

 
 ＜市区町村分＞ 
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義務的経費以外の経費 社会保障関係費（義務的経費）

人件費（義務的経費） 公債費等（義務的経費）

義務的経費以外の経費に充てる一般財源

 

義務的経費以外の経費に充てる一般財源 

H15：5.7 兆円 ⇒ H23：4.1 兆円 

             （△27.8％） 

義務的経費以外の経費に充てる一般財源 

H15：10.4 兆円 ⇒ H23：8.8 兆円 

             （△15.5％） 
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○義務的経費以外の経費のうち、社会保障等生活関連経費の主な内訳 
 

      (単位：億円) 

区      分 
⑳予算 

（一般財源）

地域医療対策（救急、周産期、医療人材確保等） 6,500

国民健康保険、後期高齢者医療・老人医療（単独） 7,900医療 

病院事業会計繰出金 4,900

医療費助成（重度心身障害児者、乳幼児、母子家庭等） 5,300

子育て支援 8,500

障害者支援 4,100

高齢者支援 4,900

福祉 

介護保険、地域福祉等 5,600

雇用 就業支援、技術・技能の伝承支援等 1,400

私立小・中・高校、幼稚園等経常費助成 5,600

教育 

公立幼稚園、小・中・高校、大学運営費等 18,700

安全 

安心 
警察・消防活動運営費、地震・防災対策 10,100

ごみ・し尿の維持管理 12,100

上水道、下水道事業 11,500

地方バス路線維持、交通施設整備・バリアフリー等 2,500

生活 

生活衛生対策（県民相談等） 7,100

計 116,700

（※大阪府は、19 年度最終予算同額としている） 
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＜ 参 考 ＞ 

 

社会保障関係費の将来推計（一般財源ベース） 

（単位：兆円） 
区   分 H20 H21 H22 H23 

義務的経費 10.5 10.9 11.4 11.8

社会保障関係費（義務分） 

（生活保護、児童保護措置、児童扶養手当、

児童手当、障害者自立支援、介護保険、 
後期高齢者医療、国民健康保険ほか） 

7.4 7.7 8.1 8.4

人件費 

（保育所、児童相談所や社会福祉施設等 
医療・福祉の現場に携わる者） 

2.4 2.4 2.4 2.4
 

年金 

（地共済等の事業主負担） 
0.7 0.8 0.9 1.0

義務的経費以外の経費 4.8 5.1 5.5 5.8

 

医療 

（病院事業繰出金、救急医療の運営、 
 医療人材確保、予防接種・検診、 
 国保・後期高齢者医療制度運営等） 

1.9 2.0 2.2 2.3

 

福祉 

（医療費助成(重度心身障害児者、乳 
幼児等）、子育て・障害者・高齢者 
支援、介護保険、地域福祉等） 

2.8 3.0 3.2 3.4

 雇用・失業対策 

（就業支援、職業能力開発校の運営ほか）
0.1 0.1 0.1 0.1

計 15.3 16.0 16.9 17.6

 
※１ 20 年度当初予算ベースで各地方公共団体の事業集計を基に推計（大阪府は 19 年度最終予算） 

２ 推計伸率は「社会保障の給付と負担の見通し(18 年 5 月)」（厚生労働省）の地方負担分の伸率 
 ３ 人件費は、19 年地方公共団体定員管理調査、18 年度地方財政の状況（総務省）から推計 
 ４ 年金は、「社会保障の給付と負担の見通し(18 年 5 月)」（厚生労働省）の地方負担分から推計 
 ５ 義務的経費以外の経費のうち、医療、福祉、雇用・失業対策には、施設整備及び補助等の投資的

経費等は含まない 
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４ 行政改革への取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

都道府県、市町村を通じた職員数の状況については、平成 11 年度から平成 19 年度ま

でに 28 万人、率にして 8.7％を削減している。しかも、その内訳は、治安の悪化等に

伴い、警察職員を 8.1％増とする一方で、一般行政での削減は 13.6％、教育でも 9.6％

に及んでいる。今後も 22 年度までにさらに８万人の削減を予定している。 

国と地方の平成 13 年度から平成 19 年度までの削減率を比較すると、国の非現業職員

が２％であるのに対し、地方職員は全体で７％となるなど、国を大きく上回っている。 

また、多くの団体では、財源不足に対応するために国に先んじて給与カットを実施し

ており、都道府県では、平成 23 年度までに 1兆 4,718 億円に達する見込みである。 

このほかにも、都道府県出先機関の統廃合 644 ヶ所、第三セクターの統廃合 372 ヶ所

や、内部経費の節約、事務事業の見直し、創意工夫による行政の生産性の向上などに取

り組んでいるが、行政改革のみで財源不足を解消できる状況にはない。 

 
 
〔職員数の状況（総務省「地方公共団体定員管理調査結果」）〕    （単位：千人、％） 

年     度 11 15 19 19-11 19／11 23 23-19

職  員  数 3,232 3,117 2,951 △281 △8.7 2,862 △89

一 般 行 政 1,161 1,086 1,003 △158 △13.6 

その他（病院・企業等） 432 441 402 △30 △6.9 

教   育 1,227 1,168 1,109 △118 △9.6 

警   察 259 267 280 21 8.1 

 

消   防 153 155 157 4 2.6 

  

 

地方公共団体は、不断の行革努力を実施 

○職員数は、平成 19 年度までに 28 万人削減、今後も 22 年度までに更に８万人

削減予定 

○職員給料や手当のカットは、平成 23 年度までに１兆 4,718 億円に達する見込 

み 

○地方では国を上回る行革努力を行ってきたが、行政改革のみでは、巨額の財 

源不足を解消できる状況にはない。 

※ 地方の人員削減率は国を大きく上回っている。 

※ 国においては、これまで給与カットにまで踏み込んだ行政改革は実施して

いない。 
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〔国と地方の職員数の推移〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国家公務員：総務省行政管理局「機構・定員等の審査結果」 

※ 地方公務員：総務省自治行政局「地方公共団体定員管理調査結果」（その他：公営企業等会計部門） 

※ 国家公務員については平成 12 年度末現在、地方公務員については平成 13年 4 月 1日現在の人数を 

100 とした場合の指数である。 

※ 国非現業、地方計は独立行政法人化による減員を除いて指数化している。 

 

〔参 考〕 

年  度 H13 H19 H19－H13 

国 530,120 人 522,161 人 △7,959 人

地方計 3,171,532 人 2,955,758 人 △215,774 人

地方一般行政 1,113,587 人 1,003,432 人 △110,155 人

 

〔給与カットの実施内容〕 

給与の種類 団体数 カット率 実施（予定）期間 削減（見込）額 
給  料 38 10％～0.5％ Ｈ11～23 

管理職手当 40 25％～1.5％ Ｈ10～23 

期末・勤勉手当 15 50％～2％ Ｈ10～23 

1 兆 4,718 億円 

※団体数は、上記実施（予定）期間において実施した団体を計上した。 

 

国と地方の職員数の推移

地方一般行政
(90)

地方教育(93)

地方警察(108)

地方消防(102)

地方計(93)

国非現業(98)

85
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100

105

110

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 年度

指数
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〔都道府県出先機関、第三セクターの統廃合〕 

区  分 団体数 統廃合 備  考 
都道府県出先機関 34 644 ヶ所 本庁組織の再編を含む。 

第三セクター 38 372 ヶ所  

※団体数は、件数の回答があった団体を計上した。 

 

〔主な取組事例〕 

民間委託の促進 

・ 市民からよくある質問にワンストップで対応するコール

センターの開設 

・ 市への人材派遣、業務の請負を主な事業とする○○市総合

サービス株式会社の設立 

・ 総務事務の集中化、民間委託 

住民・地域団体

との協働の拡大 

・ 図書館、コミュニティセンター、総合公園の運営をＮＰＯ

法人に委託 

・ 農道等の小規模修繕について地元住民が町から資材の提

供を受け、機械を借り上げ、作業員として労働力を提供し

て工事を実施 

・ 地域エージェント（地域における人材育成等を担うことの

できる団体として県が選考するもの）に業務を発注し、エ

ージェントから地域のメンバーに仕事を出す制度の実施 

・ 補助金公募制度の導入 

・ 市民参画による事業仕訳の実施 

民営化・独立行

政法人化の推進 

・ 奨学資金債権管理・回収業務の民営化 

・ 県立病院のすべてを民間に移譲、県に設置義務のある精神

医療センターを公設民営化 

・ 老人ホーム、保育所、給食施設等の民営化 

・ 旅券申請窓口業務、職員研修業務の官民競争入札の実施 

公 
 

共 
 

サ 
 

ー 
 

ビ 
 

ス 
 

改 
 

革 

市町村との連携 ・ 生活保護業務の市町村への委託 

職員数縮減・組

織改革 

・ 18 都道府県が平成 11 年度から平成 22 年度までの間に 

１割以上の職員削減に取り組んでいる。 

・ 退職者不補充、職員採用の凍結 

・ 「課」を廃止し、業務棚卸表の目的別に「室」を設置 

事務事業の見直し 
・ 幼保一元化の推進 

・ 公営企業の繰出基準見直し 

行
政
運
営
シ
ス
テ
ム
改
革 

県有資産の有効

活用 
・ ネーミングライツ、広告事業 

 



第２章 持続可能な行政サービスの提供のために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の地方公共団体の財源不足は、住民の求める行政サービスの水準に対して、そ

れに見合う歳入が見込めないことが原因となっている。この財源不足は、４ページで

見たとおり、平成 23 年度には、成長シナリオで 7.8 兆円（仮にこれを現行の地方消費

税に換算すれば約 3.0％に相当）、リスクシナリオでは 8.3 兆円（同約 3.2％）と、巨

額に上っている。この財源不足を解消するためには、歳出削減か歳入増の二つに一つ

を選択せざるを得ない。 

 

歳出削減については、地方公共団体では、従来から、職員数の削減、給与カット、

事務事業の見直しや行政の生産性の向上など、不断の行革努力を行ってきた。今後も、

平成 22 年度までに８万人の職員削減をはじめ、平成 23 年度までに総額１兆４千億円

余の給与カットを行っていくが、それだけで多額の財源不足を解消することは到底困

難であることから、サービス水準の切り下げも視野に入れざるを得ない状況に追い込

まれている。 

 

 

 

財源不足の解消は、サービス見直しか、歳入増か？ 

○ 地方公共団体の財源不足は、住民の求める行政サービスの水準に対して、それに

見合う歳入が見込めないことが原因 
 

○ 地方公共団体では、従来から不断の行革努力を行い、今後も継続していくが、そ

れだけでは多額の財源不足を解消できない 
 

○ 地方公共団体は、医療、福祉、教育など住民に身近でかつ不可欠なサービスを 

担っており、サービス切り下げの方向では困難かつ不適当 
 

○ 根本的な解決のためには、歳入増を図ることが必須であり、ただ単に、赤字減ら

しのための増税ではなく、必要な行政サービスの水準を維持・充実するための財

源を確保できる税財政制度の再構築が必要 
 

○ そのためには歳入の強化、すなわち新たな住民の負担について避けることなく議

論し、理解を得ていかなければならない時期に来ている。 
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しかしながら、地方公共団体が、医療、福祉、教育、安心・安全など住民に身近で

かつ不可欠なサービスを担っている現状から考えると、こうした住民サービスに直結

する事業の水準の切り下げによる対応では、多くの国民の理解を得ることは困難では

ないかと考える。例えば、22 ページに掲げるように、交番 4,000 ヶ所、消防署 1,000

ヶ所を廃止し、全国 1,000 の公立病院の経営破綻を覚悟の上で病院事業への繰出金を

廃止するといった見直しを行ったとしても、これらによる歳出の削減効果は 4.8 兆円

に留まり、なお３兆円の財源不足が残ることとなる。しかも、仮にこうしたことを断

行した場合の安全・安心な暮らしの低下といった負の影響を考えた場合、こうした判

断はとることができないと考える。 

 

したがって、こうした状況の根本的な解決のためには、歳入増を図ることが必須で

あり、地方交付税の財源保障機能や財源調整機能を充実・確保することや課税自主権

の活用はもとより、ただ単に、赤字減らしのための増税ではなく、住民が求める必要

な行政サービスの水準に見合った、所要の地方一般財源総額を確保することができる

税財政制度の再構築など、新たな仕組みづくりを行うことが必要である。 

 

そのためには、歳入の強化、すなわち新たな住民の負担について、避けることなく、

議論し、現行のサービス水準を維持・充実するための負担の増加についても理解を得

ていかなければならない時期に来ている。 
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 ○今までに財源不足でやむを得ずサービス水準を見直した事例 

 

＜警察施設整備の削減＞ 

・交番、派出所の耐震・老朽改築の先送り 

Ａ県においては、交番、派出所の２割が 30 年を経過していたため、災害時

等も地域の治安維持の拠点となるよう耐震・老朽改築を推進していたが、財

源不足により３年間建替えを凍結せざるを得なかった。 

地元市町村からは、住民の生命や身体に影響を及ぼすことも想定されるた

め、早期に実施すべき緊急性の高い重要事業として多くの要望があがってい

るが対応できていない。 
 

＜消防施設等整備費の削減＞ 

・消防拠点の設備更新の先送り 

Ｂ町においては、火災時に消防団が使用する可搬ポンプ３基が老朽化して

おり、更新の要望が出ていたが、財源不足により、１基の更新を見送らざる

を得なかった。 

しかしながら、更新を見送った１基はいつ故障するか分からず、火災の際

の消火活動に影響が出ることが懸念されている。 
 
＜教育施設整備費の削減＞ 

・小・中学校、幼稚園の耐震工事等の先送り 

Ｃ市においては、地域からの要望等を踏まえ、平成25年度を目標に幼稚園、

小・中学校の耐震化計画を策定したが、財源不足により、目標年度の５年間

延長を余儀なくされ、平成 30 年度までとした。 

園児、生徒の生命や身体に影響を及ぼすことも想定されるが、緊急性の高

いものから整備するということで、市民の理解を求めている。 
 

＜保育所に係る見直し＞ 

・保育料の引き上げ 

Ｄ町においては、町立の保育園児家庭への経済的支援のため、保育料につ

いて国算定基準との差額を支出しているが、財源不足により、町単独支出分

の削減を行わざるを得なくなったことに伴い、やむを得ず町保育料の基準を

見直したため、保育料の引き上げに至った。 

町内の保護者から不満の声が上がり、理解を得るのにたいへん苦慮した。 
 
・保育所施設の耐震改築の先送り 

Ｅ町においては、広域な町内に集落が点在しているため、人口１万人弱の

町内に保育所が４園ある。４園すべてが昭和 28 年～35 年建設の施設であり耐

震性が低く、大規模地震の発生が予想される中、園舎の耐震、改築工事に着

手したいが、財源不足により先延ばしせざるを得ない状況である。 

園児や保護者は、不安を抱えながらの生活を余儀なくされている。 
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＜医療提供体制等の見直し＞ 

・病院の診療所化、診療所の統廃合、無床化 

Ｆ市においては、財源不足により、不採算となっている診療所を現行のま

ま維持していくことが非常に困難となり、市内に２つあった診療所のうち１

つを廃止せざるを得なくなった。 
残った診療所へ通院するための無料バスを運行することとしたが、高齢者

から、“通院が困難”、“無料バスの本数が少なく不便”との声があがっている。 

 

＜医療費助成制度の見直し＞ 

・障害者の医療費自己負担への助成制度の見直し 

  Ｇ県においては、助成制度の対象者の増加により、制度の維持が財政的に

困難となり、現行 500 円／月（定額）の自己負担を総医療費の原則 1 割とせ

ざるを得なくなった。なお、障害基礎年金のみの生活者や 20 歳未満の者など

は、自己負担の上限額を低く設定する工夫を行った。 

  しかし、県民や市町村からは、生活弱者の切り捨てとの意見や、見直し困

難な場合、結果として市町村の財政負担が増大するとの意見が相次いだ。 

 

・老人医療費自己負担への助成制度の見直し 

  Ｈ県においては、68～70 歳未満の全ての高齢者と 65～68 歳の一人暮らしの

方を対象とした単独の医療費自己負担助成制度を行っていたが、財源不足に

より、やむを得ず、68 歳～70 歳未満の市町村民税非課税世帯に限る形で対象

者を絞り込んだ。その結果、市町村には住民からの苦情が多数寄せられた。 

 

＜地方交通確保対策の見直し＞ 

・生活路線バス事業、バス事業者補助の見直し 

Ｉ市においては、財源不足によりやむを得ず生活路線バス運行事業費の見

直しを行った結果、バスの運行本数を減少せざるを得ず、土日運行も中止と

なった。 
  バス路線沿いの市民からは、過疎地域の切捨て、弱者切捨て等の意見が市

に多数寄せられており、対応に苦慮しているところである。 
 
＜普通建設事業の見直し＞ 

・道路、河川、砂防など公共事業費の大幅削減 

Ｊ県等においては、補助、単独事業がピークの平成８年度の７割減、平成

16 年度からも４割減という厳しい環境下、通学路の整備など県民に身近な事

業や補助採択のない崖崩れ防止対策など多くの事業を先送りせざるを得ず、

県民要望の３割程度にしか応えられない状況である。 

 こうした状況にも拘わらず、国直轄事業県負担金は平成８年度と 16 年度と

の比較でほぼ横ばいであり、投資的経費に占める割合は高くなっている。 
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